
【参考】

そのまま

令和８年４月１日から
工事やイベントなどで使用する仮設トイレにかかる
し尿くみ取り手数料が変わります。

現在

将来にわたり安定したし尿収集業務を提供するため、
仮設トイレのし尿くみ取り手数料を改定します。
皆さまのご理解、ご協力をお願いします。

※農業ハウス等に通年で置いて使用する仮設トイレは、
仮設トイレ以外と見なします。

お問い合わせ先：阿賀野市役所 市民生活課 環境係 ☎0250-62-2510

仮設トイレ以外（一般家庭等）のし尿くみ取り手数料

仮設トイレのし尿くみ取り手数料

R8.4.1以降も
変更ありません

改定後

10リットルにつき

105円

10リットルにつき

105円
＋

１基当たり

2,000円を加算

10リットルにつき

105円

現在

10リットルにつき

105円

仮設トイレのし尿くみ取りを利用されている皆さまへ


